
 

142 

 

（9）スポーツレクリエーション：スポーツ施設 

1）施設概要 

本市のスポーツ施設は、39 施設あります。総延床面積は約 8 万 8 千㎡で、市が保有する施設の

3.4％を占めます。築年数の状況は、築 31年以上の施設が 24施設、築 21年以上 築 30年以下が 6施

設、築 20年以下が 9施設です。 

① 施設一覧（令和 5 年 4 月 1 日現在） 

No 施 設 名 称 所 在 地 建築年度 築年数 
延床面積 

（㎡） 

保有機能 

体育室 

体育館 
プール 

武道場 

弓道場 

ｸﾞﾗｳﾝﾄ゙

等 

テニス

コート 

1 北岡自然公園（弓道場） 中央区横手2丁目5番1号 昭和56年 42 600.14      ○     

2 熊本城公園（テニスコート） 中央区古京町 3番2号 平成元年 34 126.00          ○ 

3 新屋敷公園（テニスコート） 中央区新屋敷 1丁目8番25号 昭和54年 44 72.27         ○ 

4 総合体育館・青年会館 中央区出水2丁目7番1号 昭和61年 37 16,079.88  ○ ○ ○     

5 水前寺運動公園（野球場） 中央区水前寺 5丁目23番2号 平成元年 34 2,538.66        ○   

6 水前寺運動公園（競技場） 中央区水前寺 5丁目23番2号 昭和26年 72 3,970.25        ○   

7 託麻スポーツセンター 東区上南部3丁目22番30号 平成14年 21 1,508.90  ○     ○ ○ 

8 城山運動施設 西区上代9丁目6番36号 昭和47年 51 7.86         ○ 

9 城山公園（運動場・テニスコート） 西区城山半田 4丁目16番1号 平成25年 10 277.10        ○ ○ 

10 河内グラウンド 西区河内町野出976番地 平成17年 18 80.91        ○   

11 田迎公園（運動施設） 南区良町4丁目8番1号 昭和63年 35 3,900.81  ○ ○ ○ ○ ○ 

12 川尻武道館 南区元三町4丁目1番16号 平成7年 28 997.58      ○     

13 南部総合スポーツセンター 南区白藤5丁目2番1号 平成2年 33 4,616.32  ○ ○ ○ ○ ○ 

14 総合屋内プール 南区荒尾2丁目1番1号 平成10年 25 26,486.50  ○ ○   ○    

15 飽田公園（野球場・運動場） 南区浜口町126番地 昭和50年 10 61.05        ○   

16 天明運動施設 南区奥古閑町1877番地 昭和58年 40 1,834.11  ○     ○   

17 富合雁回館 南区富合町清藤405番地1 平成3年 32 2,945.69  ○         

18 富合屋外運動場 南区富合町平原67番地1 平成12年 23 50.00        ○   

19 雁回公園（野球場等） 南区富合町木原2748番地 昭和61年 37 138.08        ○   

20 高グラウンド 南区城南町高476番地1 平成17年 18 75.25        ○   

21 城南総合スポーツセンター 南区城南町舞原144番地1 平成26年 9 5,174.23  ○   ○ ○ ○ 

22 城南Ｂ＆Ｇ海洋センター 南区城南町舞原134番地1 昭和63年 35 2,549.28  ○ ○       

23 塚原グラウンド 南区城南町塚原81番地3 昭和61年 37 66.46        ○   

24 龍田体育館 北区龍田弓削 1丁目1番10号 昭和58年 40 1,321.30  ○         

25 武蔵塚武道場 北区龍田弓削 1丁目1番10号 平成2年 33 754.62      ○     

26 清水新地公園（野球場） 北区清水新地 7丁目5番1号 昭和48年 50 116.88        ○   

27 清水新地コート 北区清水新地7丁目9番2号 昭和60年 38 9.93          ○ 

28 清水スポーツセンター 北区清水万石 2丁目3番73号 平成5年 30 865.43  ○     ○    

29 北部体育館 北区鹿子木町53番地 昭和61年 37 1,423.71  ○         

30 明徳体育館 北区明徳町978番地 平成3年 32 842.19  ○         

31 明徳グラウンド 北区小糸山町341番地 昭和60年 38 50.40    ○  

32 北部武道館 北区鹿子木町53番地1 平成21年 14 611.10      ○     

33 北部公園（野球場等） 北区下硯川町416番地2 昭和49年 49 77.01        ○ ○ 

34 今熊公園（野球場・運動場） 北区立福寺町91番地2 昭和62年 36 67.39        ○   

35 田原スポーツ公園 北区植木町富応1595番地 平成22年 13 50.90        ○   

36 植木総合スポーツセンター 北区植木町山本788番地1 昭和60年 38 2,384.63  ※１   ○ ○ ○ 

37 植木弓道場 北区植木町岩野238番地1 平成9年 26 870.04      ○     

38 吉松スポーツ公園 北区植木町亀甲452番地 平成22年 13 111.65        ○   

39 植木中央公園運動施設 北区植木町岩野285番地35 令和元年 4 4,622.73 ○   ○ ○ 

合   計 88,329.38 15  5  10  24 12  

 

 
※1 令和 5 年度解体 
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② 配置状況 

図表 施設配置図：全体（令和 5 年 4 月 1 日現在） 

 

植木中央公園運動施設 

水前寺競技場 
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図表 施設配置図：中央区（令和５年 4 月 1 日現在） 

 

 

図表 施設配置図：東区（令和５年 4 月 1 日現在） 
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図表 施設配置図：西区（令和５年 4 月 1 日現在） 

 

 

図表 施設配置図：南区（令和５年 4 月 1 日現在） 
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図表 施設配置図：北区（令和５年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        総合体育館・青年会館                           総合屋内プール 

 

 

 

 

 

  

明徳グラウンド 

植木中央公園運動施設 



 

147 

 

2）実態把握 

①運営状況（令和４年 4 月 1 日現在） 

No 施 設 名 称 運営時間 休 館 日 
運営

日数 

使用料 

(有料、無料) 
運営方法 

(直営、指定管理) 
備  考 

1 北岡自然公園（弓道場） 8:30～19:00 年末年始 359 有料 直営  

2 熊本城公園（テニスコート） 9:00～19:00 年末年始 359 有料 直営   

3 新屋敷公園（テニスコート） 9:00～22:00 年末年始 359 有料 直営   

4 総合体育館・青年会館 9:00～22:00 年末年始・月曜日 308 有料 指定管理   

5 水前寺運動公園（野球場） 6:00～22:00 年末年始 359 有料 指定管理   

6 水前寺運動公園（競技場） 6:00～22:00 年末年始 359 有料 指定管理   

7 託麻スポーツセンター 9:00～22:00 年末年始・月曜日 308 有料 指定管理   

8 城山運動施設 9:00～22:00 年末年始 359 有料 直営  

9 
城山公園 

（運動場・テニスコート） 
6:00～22:00 年末年始 359 有料 直営   

10 河内グラウンド 6:00～19:00 年末年始 359 有料 直営   

11 田迎公園（運動施設） 6:00～22:00 年末年始 308 有料 指定管理  

12 川尻武道館 9:00～22:00 年末年始 359 有料 直営   

13 南部総合スポーツセンター 9:00～22:00 年末年始・月曜日 308 有料 指定管理   

14 総合屋内プール 9:00～22:00 年末年始・水曜日 304 有料 指定管理   

15 飽田公園（野球場・運動場） 6:00～22:00 年末年始 359 有料 直営  

16 天明運動施設 9:00～22:00 年末年始 359 有料 直営  

17 富合雁回館 9:00～22:00 年末年始 359 有料 直営  

18 富合屋外運動場 6:00～22:00 年末年始 － 有料 直営  

19 雁回公園（野球場等） 6:00～19:00 年末年始 359 有料 直営   

20 高グラウンド - － 359 無料 直営   

21 城南総合スポーツセンター 6:00～22:00 年末年始 359 有料 指定管理  

22 城南Ｂ＆Ｇ海洋センター 9:00～22:00 
年末年始 

※プール 5月-9月のみ利用可 
359 有料 指定管理  

23 塚原グラウンド 6:00～19:00 年末年始 － 有料 直営  

24 龍田体育館 9:00～22:00 年末年始 359 有料 直営  

25 武蔵塚武道場 9:00～22:00 年末年始 359 有料 直営   

26 清水新地公園（野球場） 6:00～22:00 年末年始 359 有料 直営   

27 清水新地コート 9:00～19:00 年末年始 359 有料 直営   

28 清水スポーツセンター 9:00～22:00 年末年始 359 有料 直営   

29 北部体育館 9:00～22:00 年末年始 359 有料 直営  

30 明徳体育館 9:00～22:00 年末年始 359 有料 直営  

31 明徳グラウンド 6:00～22:00 年末年始 359 有料 直営   

32 北部武道館 9:00～22:00 年末年始 359 有料 直営   

33 北部公園（野球場等） 6:00～22:00 年末年始 359 有料 直営   

34 今熊公園（野球場・運動場） 6:00～22:00 年末年始 359 有料 直営   

35 田原スポーツ公園 6:00～22:00 年末年始 359 有料 直営   

36 植木総合スポーツセンター 6:00～22:00 年末年始 359 有料 直営 R5年度に体育館解体 

37 植木弓道場 9:00～22:00 年末年始 359 有料 直営  

38 吉松スポーツ公園 6:00～22:00 年末年始 359 有料 直営  

39 植木中央公園運動施設 9:00～22:00 年末年始 - 有料 指定管理  

 ※休館日（月曜日・水曜日が休日にあたるときはその直後の休日でない日） 
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③ 利用状況 

体育館等の令和４年度の利用者数は全体で約 68万人です。施設別では総合体育館青年会館が約

22万人で全体の約 33％を占めています。 

図表 体育館等利用者数の推移（平成 30 年度～令和４年度）

 

※1：震災の影響により平成 30 年度～令和４年 4 月 30 日まで一部休止または全期休止した施設 

※2：植木総合スポーツセンター（体育館）は震災の影響により令和 5 年度解体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 

※2 
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プールの令和４年度の利用者数は全体で約 22 万人です。施設別では、総合屋内プールが約 11 万

人で全体の 49％を占めています。 

図表 プール利用者数の推移（平成 30 年度～令和４年度） 

 

※１：震災の影響により平成 30 年度～令和４年 4 月 30 日まで一部休止または全期休止した施設 

 

 

 

 

 

 

  

※１ 
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グラウンド等の令和４年度の利用者数は全体で約 61万人です。施設別では、植木中央公園運動

施設が約 12万人で全体の 19％を占めています。 

図表 グラウンド等利用者数の推移（平成 30 年度～令和４年度） 

 
※１：高グラウンドを除く（利用者数を把握できないため） 

※２：震災の影響により平成 30 年度～令和元年度に全期休止した施設（令和元年度まで仮設住宅用地として活用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2 

※2 
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テニスコートの令和 4年度の利用者数は全体で約 16万人です。施設別では、城山公園（運動場・

テニスコート）が約 3万 8千人で全体の 24％を占めています。 

図表 テニスコート利用者数の推移（平成 30 年度～令和４年度） 
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④ コスト状況 

年間トータルコストは、14 億 6118 万円です。このうち、減価償却費相当額は 5 億 7009 万円

（39％）、指定管理委託料は 7億 8564万円（54％）で、施設にかかるコストは 1億 526万円（7％）

で、事業運営にかかるコストは 19万円となっています。 

図表 全施設トータルコスト（令和４年度） 
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図表  施設別のコスト（令和４年度） 
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      城南総合スポーツセンター                          植木中央公園運動施設 
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④評価・分析  

施設別の利用者 1人あたりコストの平均は、608円／人です。 

図表  施設別の利用者 1 人あたりコスト（令和４年度） 

 

 

 

※ 無料開放等の理由で使用者数を把握できない施設（高グラウンド）を除く 
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⑤ 評価・分析 

横軸である施設稼働率の平均は 34％で、縦軸である利用者 1人あたりコストの平均は 624円

です。 

 

図表 二軸評価（令和４年度） 

 

※上記の二軸評価については、利用者 1 人あたりコストと施設稼働率の両方又はいずれかが不明な施設（北岡自然公園

（弓道場）、水前寺運動公園（競技場）、川尻武道館、総合屋内プール、高グラウンド、武蔵塚武道場、北部武道館、植

木弓道場）を除外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築年度 

■築３１年以上 
■築３０年以下 
築２１年以上 

■築２０年以下 
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⑥施設別の稼働率 

令和４年度の稼働率は、施設別では、託麻スポーツセンターが 76％と最も高い水準である一方、

10％程度しか利用されていない施設も存在します。 

図表 体育館等施設別の稼働率（令和４年度） 

 
 

No 施設 稼働率 年間利用コマ数 年間空きコマ数 年間利用可能コマ数 

1 総合体育館・青年会館 57% 58,827 45,277 104,104 

2 託麻スポーツセンター 76% 23,024 7,201 30,225 

3 田迎公園（運動施設） 55% 26,562 21,486 48,048 

4 南部総合スポーツセンター 72% 28,839 11,201 40,040 

5 天明運動施設 41% 11,498 16,504 28,002 

6 富合雁回館 39% 10,822 17,180 28,002 

7 城南総合スポーツセンター 49% 41,335 42,671 84,006 

8 城南 B&G海洋センター 12% 1,131 8,203 9,334 

9 龍田体育館 37% 19,136 32,201 51,337 

10 清水スポーツセンター 42% 8,675 5,326 14,001 

11 北部体育館 61% 17,112 10,890 28,002 

12 明徳体育館 28% 5,740 8,261 14,001 

13 植木中央公園運動施設 53% 44,926 39,080 84,006 

平均 50%   

※ 次の施設は利用者数のみ把握しているため稼働率の表示なし 

北岡自然公園（弓道場）、川尻武道館、武蔵塚武道館、北部武道館、植木弓道場 
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グラウンド等の令和４年度の稼働率は、施設別では、水前寺運動公園（野球場）が 56％と最も

高い水準である一方、13％しか利用されていない施設も存在します。 

図表 グラウンド等施設別の稼働率（令和４年度） 

 
 

No 施設 稼働率 年間利用コマ数 年間空きコマ数 年間利用可能コマ数 

1 水前寺運動公園（野球場） 56% 3,002 2,383 5,385 

2 城山公園（運動場・テニスコート） 39% 2,104 3,281 5,385 

3 河内グラウンド 13% 508 3,441 3,949 

4 田迎公園（運動施設） 45% 4,161 5,079 9,240 

5 南部総合スポーツセンター 44% 2,959 3,817 6,776 

6 飽田公園（野球場・運動場） 30% 3,198 7,572 10,770 

7 天明運動施設 34% 3,661 7,109 10,770 

8 富合屋外運動場 20% 1,088 4,297 5,385 

9 雁回公園（野球場等） 17% 2,251 10,673 12,924 

10 城南総合スポーツセンター 40% 4,306 6,464 10,770 

11 塚原グラウンド 23% 904 3,045 3,949 

12 清水新地公園（野球場） 30% 3,270 7,500 10,770 

13 明徳グラウンド 21% 1,540 5,960 7,500 

14 北部公園（野球場等） 26% 1,413 3,972 5,385 

15 今熊公園（野球場・運動場） 19% 2,006 8,764 10,770 

16 田原スポーツ公園 27% 1,435 3,950 5,385 

17 植木総合スポーツセンター 24% 2,563 8,207 10,770 

18 吉松スポーツ公園 17% 903 4,482 5,385 

19 植木中央公園運動施設 35% 1,133 2,098 3,231 

平均 29%  

※ 屋外施設については雨天時も含めた全体の稼働率 

※ 高グラウンドは無料開放であったことから稼働率が把握できないため稼働率の表示なし 

※ 水前寺運動公園（競技場）は利用者数のみ把握しているため稼働率の表示なし 
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テニスコートの令和４年度の稼働率は、施設別では、田迎公園（運動施設）が 65％と最も高い

水準である一方、10％程度しか利用されていない施設も存在します。 

図表 テニスコート施設別の稼働率（令和４年度） 

 
 

 

No 施設 稼働率 年間利用コマ数 年間空きコマ数 年間利用可能コマ数 

1 熊本城公園（テニスコート） 32% 4,133 8,791 12,924 

2 新屋敷公園（テニスコート） 33% 6,152 12,516 18,668 

3 託麻スポーツセンター 58% 4,688 3,372 8,060 

4 城山運動施設 20% 3,661 15,007 18,668 

5 城山公園（運動場・テニスコート） 49% 13,769 14,233 28,002 

6 田迎公園（運動施設） 65% 10,359 5,657 16,016 

7 南部総合スポーツセンター 25% 2,783 8,305 11,088 

8 城南総合スポーツセンター 15% 13,273 72,633 85,906 

9 清水新地コート 19% 2,505 10,419 12,924 

10 北部公園（野球場等） 18% 584 2,647 3,231 

11 植木総合スポーツセンター 12% 786 5,676 6,462 

12 植木中央公園運動施設 17% 9,394 46,610 56,004 

平均 30%   

※ 屋外施設については雨天時も含めた全体の稼働率 
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3）既存計画の概要 

①「熊本市スポーツ都市宣言に関する決議」（平成 11 年 8 月 27 日市議会） 

 全ての市民が生涯にわたり活力に満ちた健康的な生活を営むことは、まちづくりの基本である。 

 スポーツの振興は、市民生活の根幹となる心身の健康の保持に欠かせないものであるが、加えて、

青少年の健全育成、生き甲斐づくり、地域との交流、自然とのふれあいといった多くの観点からも積

極的に推進していく必要がある。 

 よって、本議会は、二十一世紀に向け三つのスローガンを掲げ、全ての熊本市民がスポーツを通し

て健康的でいきいきと生活できる都市を目指すことを誓い、ここに我が熊本市を「スポーツ都市」と

することを宣言する。 

一 スポーツを通じて健やかなこころと体を創ろう。 

一 スポーツを通じて人と自然にふれあおう。 

一 スポーツを通じていきいきとしてまちを創ろう。 

 

  平成 11 年 8 月 27 日                      熊本市議会 

②第 2 次熊本市生涯スポーツマスタープラン 2012-2021（平成 24 年 3 月）（抜粋） 

第１章 熊本市のスポーツを取り巻く環境 

 1 スポーツの現状と課題 

（１） スポーツを取り巻く環境 

 ア 国の動向 

 （ア）スポーツ立国戦略（平成 22 年 8 月） 

 （イ）スポーツ基本法（平成 23 年 6 月） 

   スポーツ振興法（昭和 36 年制定）を 50 年ぶりに全部改正し、スポーツに関し、基本理 

念を定め、国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするととも 

に、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めています。 

 イ 熊本県の計画 

    「熊本県スポーツ振興計画」では、誰もが、いつでも、どこでも生涯にわたりスポーツ 

   に親しめる環境づくりを推進し、スポーツによる地域づくりと子どもたちの健全育成を  

図っていくことをスポーツの振興にあたっての基本理念としています。 

  ウ 熊本市の上位・関連計画 

（ア） 熊本市総合計画（平成 21 年 3 月策定、平成 22 年 10 月改訂） 

第 5 章第 2 節「生涯を通した学習・スポーツの振興」 

○だれもが、健康で、生涯にわたりスポーツに親しむことができるスポーツライフの実
現に努めます。 

① 地域スポーツの支援 

② 競技力の向上 

③ スポーツ施設の整備 

④ コンベンションの誘致 

（イ） 熊本市観光振興計画 湧々観光アクションプラン（平成 22 年 3 月策定） 

基本方針の中で、観光客やコンベンションの誘致に取り組むとしており、その中で全
国的・国際的なスポーツ大会・スポーツキャンプの誘致に努めることを事業の方向性と
して定めています。 

 （略） 

 （3）課題の整理 

  オ スポーツ施設 

① スポーツ施設の整備については、安全で利便性の高い、また、ユニバーサルデザイン
に対応した計画的な整備・改修を行っていく必要があります。 

② 利用種目の拡充など市民ニーズへの対応には、既存のスポーツ施設の有効活用の推進
とともに、県営や隣接する市町村等の公共スポーツ施設や民間スポーツ施設との連携
について検討を行っていく必要があります。 

③ スポーツ大会等の誘致に対しては、既存施設の特徴を最大限に活かすとともに、協議
のルールに対応した器具の整備・購入等にあっては、検討を行っていく必要がありま
す。 

 また新たな施設の整備についても、スポーツコンベンション推進の観点から検討を
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行っていく必要があります。 

第２章 基本的事項 

 7 基本施策 

   基本施策 5 スポーツ施設の整備・機能充実 

    市民のスポーツ活動を支え、スポーツ大会等が行えるようなスポーツ施設の整備・機能 

充実を図るとともに、ユニバーサルデザインに対応した安全で快適な施設の充実に取り組 

んでいきます。 

第３章 施策の展開 

 2 推進施策と各主体の役割 

 （5）スポーツ施設の整備・機能充実 

  ア スポーツ施設の機能充実・利便性の向上 ★【重点施策】 

    安全で快適に利用できるスポーツ活動の拠点施設として多様化する市民ニーズへの対応 

や利便性の向上を図るため、既存スポーツ施設や学校体育施設などの利用目的に応じた有 

効活用を推進します。 

    また、子どもから高齢者、障がいのある人まで、多様な利用者の使用に対応していくた 

め、既存の施設や設備については、市民誰もが安全に利用できるスポーツ施設となるよう、 

整備・改善に取り組みます。 

 新たなスポーツ施設の整備については、スポーツコンベンションを推進する観点から調 

査・研究に取り組みます。 

    さらに、スポーツ施設を訪れる利用者が安心して、快適に利用できるよう、ユニバーサ 

ルデザイン化を推進します。 

  【具体的な取り組み】 

○ 学校体育施設の夜間開放 

○ 学校体育館の分割借用 

○ 既存のスポーツ施設における受け入れ種目等の拡充 

○ ユニバーサルデザインに対応した施設の整備 

○ 新市基本計画に基づく運動施設等の拠点整備 

○ 利用者アンケートの実施 

○ 休館日・供用時間の検討 等 

  イ 熊本県・市町村公共施設案内予約システムの活用 

    広域的なスポーツ施設の有効活用を推進するため、インターネットを通じたスポーツ施 

設案内予約システムの活用に努めます。 

  【具体的な取り組み】 

○ 熊本県・市町村公共施設案内予約システムの運用 等 

   ウ スポーツ施設の維持管理 

    身近な施設が安全・快適に利用し続けることができるよう、スポーツ施設の適切な維持 

管理に努めます。 

    

   【各主体の役割】 

    主体 施策の成果向上に向けた主体別の取り組み 

市
民
等 

市民 

【する】 

○施設への要望・意見を積極的に行い、更なる利便性向上
に協力します。 

○適正な利用に心がけ、様々な人たちとの交流の場として
活用します。 

スポーツ団体 

地域団体 

ＮＰＯ 

事業者 等 

【ささえる】 

○施設の安全かつ適正な利用について、競技者に対して指
導を行います。 

○団体等が所有する施設について、一般への開放など有効
的に活用できるよう検討を進めます。 

行政 

【ささえる】 

○既存設備の有効活用に努めます。 

○計画的な整備を行い長期的な施設の維持管理に努めま
す。 

○市民だれもが気軽に安心して利用できるよう、計画的な
施設の整備や利便性の向上に努めます。 
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4）課題 総合管理計画における施設分野別方針 

【総括的事項】 

・スポーツ施設については、施設の保有量や、県市の役割分担、多額の更新費用及び維持管理

費用などの課題があることから、今後、スポーツ施設全体のあり方の検討を行います。 

 

・利用状況やコスト状況等の調査・分析を行い、スポーツ施設のストック適正化計画（仮称）

を策定し、計画的な施設の再編や施設総量の適正化に取り組みます。 

 

・スポーツ施設は、躯体に加え、多数の設備も有していることから、スポーツ施設全体のあり

方を検討したうえで、個別長寿命化計画に沿って計画的な保全に取り組みます。 

 

・多数の施設を保有しており、順次、改修や更新時期が到来するため、必要となる多額の費用

の平準化、抑制に努めます。 

・多額の一般財源を投入している状況に鑑み、受益者負担についても随時見直しを行います。 

 

  

資産総量の適正化 
方針 
1 

施設の長寿命化の推進 
方針 
2 

施設運営に要する総コストの削減 
方針 
3 
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5）参考 

①県営施設 

市内には、以下の県営施設が整備されています。配置状況は本市施設の配置図をご確認下さい。 

施 設 名 所  在  地 
建    物 

建築年月日 
棟数 面積㎡ 

熊本県民総合運動公園 熊本市東区石原町 2丁目 9-1             45 68,069.00 昭和 52年 3月 31日 

県立総合体育館 熊本市西区上熊本 1丁目 9番 28号     2 15,717.40 昭和 57年 7月 20日 

藤崎台県営野球場 熊本市中央区宮内 4‐1          5 2,928.54 昭和 35年 10月 15日 

熊本武道館 熊本市中央区水前寺 5丁目 23番 2号    1 3,143.00 昭和 46年 8月 20日 

 

⑥ 学校の体育施設開放 

本市では、夜間開放を実施している学校施設があります。平成 30年度から令和 4年度までの推

移をみると、体育館、運動場ともに令和 2年度、令和 3年度は減少しましたが、令和４年度は平成

30年、令和元年を超える水準となっています。 

図表 学校夜間開放利用実績の推移（平成 30 年度から令和４年度） 
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③スポーツ施設併設状況一覧（令和４年 4 月 1 日現在）  

熊本市では、スポーツ振興課所管のスポーツ施設以外にも下記のとおり公園施設等に併設され

た施設を有しています。 

グラウンド等 

施設名称 所管 
運営
形態 

設置条例 
数量 

(面数) 
面積 
㎡ 

休館日 
利用可能 
時間帯 

使用料 

(有料 
 無料) 

利用実績（R4年度） 

年間延

利用者
数 

年間利用

可能ｺﾏ
数(A) 

年間利

用ｺﾏ数
(B) 

利用率 
(B)/(A) 

錦ヶ丘公園 
東区土木セ

ンター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
1 5,200.0 年末年始 8:00～18:00 (無料) 36,650 3,590 1,887 52.6% 

秋津中央公園 
東区土木セ

ンター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
1 6,000.0 年末年始 8:00～18:00 (無料） 29,684 3,590 1,448 40.3% 

川鶴団地公園 
中央区土木

センター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
1 3,450.0 年末年始 

4～9月 8:00～18:00 

10～3月 9:00～17:00 
(無料) 1,352 3,543 84 2.4% 

渡鹿公園 
中央区土木

センター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
1 6,760.0 年末年始 

4～9月 6:00～18:00 

10～3月 8:00～17:00 
（無料） 30.226 4,209 1,404 33.4% 

水前寺江津湖

公園(庄口公園) 

東区土木セ

ンター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
2 10,468.0 年末年始 

3～4月 6:00～18:00 

5月～9/15 6:00～19:00 

9/16～10/15 6:00～18:00 

10/16 -2月 7:00～17:00 

有料 87,138 7,180 2,547 35.5% 

蓮台寺公園 
西区土木セ

ンター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
1 6,000.0 年末年始 8:00～18:00 (無料) 11,315 3,570 1,622 45.4% 

中島中央公園 
西区土木セ

ンター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
1 6,400.0 年末年始 8:00～18:00 (無料) 23,694 3,576 2,108 59.0% 

御幸中央公園 
南区土木セ

ンター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
1 6,000.0 年末年始 8:00～18:00 (無料) 42,703 3,590 1,992 55.5% 

小島公園 
西区土木セ

ンター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
1 4,550.0 年末年始 8:00～18:00 (無料) 9,525 3,569 1,300 36.4% 

坪井中央公園 
中央区土木

センター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
1 5,000.0 年末年始 8:00～18:00 (無料) 46,366 3,524 1,397 39.6% 

柿原公園 
西区土木セ

ンター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
1 6,900.0 年末年始 8:00～18:00 (無料) 11,214 3,567 1,119 31.4% 

坪井川緑地 

（野球場） 

みどり公園

課(北区土木

ｾﾝﾀｰ) 

直営 
熊本市都市

公園条例 
1 12,750.0 年末年始 

3月～10/15 6:00～22:00 

10/16～2月 7:00～22:00 
有料 26,528 11,228 1,977 17.6% 

坪井川緑地 

（グラウンド） 

みどり公園

課(北区土木

ｾﾝﾀｰ) 

直営 
熊本市都市

公園条例 
1 14,000.0 年末年始 

3月～10/15 6:00～22:00 

10/16～2月 7:00～22:00 
有料 23,125 5,614 1,751 31.2% 

テニスコート 

施設名称 所管 
運営

形態 
設置条例 

数量 

(面数) 

面積 

㎡ 
休館日 

利用可能 

時間帯 

使用料 
(有料 
 無料) 

利用実績（R4年度） 

年間延
利用者
数 

年間利用
可能コマ
数(A) 

年間利
用コマ
数(B) 

利用率 

(B)/(A) 

清水公民館 

北区役所清

水まちづくり

センター 

直営 
熊本市公民

館条例 
1 800.0 

月曜・年

末年始 
9:00～18:00 有料 2,096 2,736 594 21.7% 

南部公民館 

南区役所南

部まちづくり

センター 

直営 
熊本市公民

館条例 
1 570.0 

月曜・年

末年始 
9:00～17:00 有料 207 2,156 108 5.0% 

秋津公民館 

東区役所秋

津まちづくり

センター 

直営 
熊本市公民

館条例 
2 1,139.2 

月曜・年

末年始 
9:00～18:00 有料 701 616 126 20.5% 

錦ヶ丘公園 
東区土木セ

ンター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
3 2,000.0 年末年始 8:00～18:00 （無料） 63,815 10,770 9,739 90.4% 

御幸中央公園 
南区土木セ

ンター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
2 1,800.0 年末年始 8：00～18：00 （無料） 29,962 9,693 5,678 58.6% 

八王寺中央 

公園 

中央区土木

センター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
2 1,550.0 年末年始 

4～9月 8:00～18:00 

10～3月 9:00～17:00 
（無料） 31,197 7,249 3,387 46.7% 
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施設名称 所管 
運営
形態 

設置条例 
数量 

(面数) 
面積 
㎡ 

休館日 
利用可能 
時間帯 

使用料 
(有料 

 無料) 

利用実績（R4年度） 

年間延
利用者
数 

年間利用
可能コマ
数(A) 

年間利
用コマ
数(B) 

利用率 

(B)/(A) 

水前寺江津湖

公園(庄口公園) 

東区土木セ

ンター 
直営 

熊本市都市

公園条例 
4 2,950.0 年末年始 

3～4月 6:00～18:00 

5～9月 15日 6:00～19:00 

9/16～10/15 6:00～18:00 

10/16～2月 7:00～17:00 

有料 45,760 14,360 4,505 31.4% 

坪井川緑地 

みどり公園課

(北区土木ｾﾝ

ﾀｰ) 

直営 
熊本市都市

公園条例 
4 2,800.0 年末年始 

3月～10/15 6:00～22:00 

10/16～2月 7:00～22:00 
有料 52,361 22,456 10,876 48.4% 
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（10）スポーツレクリエーション：レクリエーション・観光施設 

1）施設概要 

本市のレクリエーション・観光施設は、6施設あります。総延床面積は約 2万 9千㎡で、市が保有

する施設の 1.1％を占めます。築年数の状況は、築 31年以上の施設が 4施設、築 21年以上 築 30年

以下が 1施設、築 20年以下が 1施設です。 

①施設一覧（令和 5 年 4 月 1 日現在） 

No 名  称 所 在 地 建築年度 築年数 
延床面積 

（㎡） 
棟数 備  考 

1 熊本城 中央区本丸 1番 1号 昭和 35年 63  9,057.23  39 
延床面積・棟数は重要文化財を除く。 

建築年数は天守閣の築年数。 

2 
桜の馬場観光 

交流施設 
中央区二の丸 1番 14 平成 22年 13  3,301.36  6 平成 22年度に PFI事業により整備。 

3 動植物園 東区健軍 5丁目 14番 2号 平成 2年 33  13,366.55  67 園開設は昭和 44年 

4 
金峰山 

少年自然の家 
西区池上町 3071番地 5 昭和 50年 48  2,528.61  6  

5 峠の茶屋 西区河内町岳 5番地 4 昭和 63年 35  200.64  6  

6 
九州自然歩道 

利用拠点施設 
西区河内町岳 1192番地 平成 13年 22  256.21  2  

合計 28,710.6 126  

※金峰山少年自然の家は、屋根の不具合により令和元年度から利用休止中（現在、建替え中） 

 

 

熊本城                                      峠の茶屋 

 

 

九州自然歩道利用拠点施設                                桜の馬場観光交流施設 
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②配置状況 

図表 施設配置図：全体（令和 5 年 4 月 1 日現在） 

 

  

● レクリエーション・観光施設 
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2）実態把握 

①運営状況（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

No 名  称 運営時間 休館日 
運営 

日数 

使用料 

(有料、無料) 

運営方法 

(直営、指定管理) 
備 考 

1 熊本城 9:00～17:00 12月 29～31日 362  有料 直営  

2 
桜の馬場 

観光交流施設 
8:30～22:00 12月 29～31日 362  有料 

指定管理 

（利用料金） 

駐車場につい

ては年中無休 

3 動植物園 9:00～17:00 

月曜日（祝日の場合は翌平

日。ただし、第 4 月曜日は開

園し、翌日休園） 

315  有料 直営  

4 
金峰山 

少年自然の家 
 利用休止中 0  無料 直営  

5 峠の茶屋 9:00～17:00 

火曜日（火曜日が休日に当

たるときはその直後の休日

でない日）・年末年始 

309 無料 直営  

6 
九州自然歩道 

利用拠点施設 

9:00～18:00（4～9月） 

9:00～17:00（10～3月） 
年末年始 356  無料 指定管理  

 

②運営人員一覧（令和 4 年 4 月 1 日現在） 

No 名  称 
正職員 

（人） 

再任用職員 

（人） 

会計年度任用

職員 

（人） 

臨時職員 

（人） 
合計（人） 

1 熊本城 21 3 7 0 31 

2 
桜の馬場 

観光交流施設 ※ 
0 0 0 0 0 

3 動植物園 48 10 22 0 80 

4 
金峰山 

少年自然の家 
0 0 0 0 0 

5 峠の茶屋 0 0 3 0 3 

6 
九州自然歩道 

利用拠点施設 ※ 
0 0 0 0 0 

※指定管理者による管理施設 

 

 

金峰山少年自然の家                                       動植物園（花の休憩所） 
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③利用状況 

以下のグラフは、各施設の平成 25 年度から令和 4 年度までの入場者数の推移です。平成 28 年

熊本地震の影響により、熊本城及び旧細川刑部邸については、一時閉園しており、平成 28年度の

入場者数は地震前 14日間の実績となっています。また、動植物園、九州自然歩道利用拠点施設に

ついても、地震の影響により一時休館となりました。 

その後、動植物園は平成 30 年 12 月 22 日から全面開園し、熊本城についても令和元年 10 月 5

日から特別公開を開始しています。 

なお、金峰山少年自然の家は、地震による一時休館後に再開しましたが、屋根の不具合が判明し、

令和元年度から利用者の受け入れを中止しました。現在、熊本市立金峰山少年自然の家新施設整備

運営事業に着手し、令和 7年 4月の新施設供用開始を目指して、施設再建に取り組んでいます。 

令和 2年度及び令和 3年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、各施設休館・

休園などの対応を行ったことにより、入場者数は大きく減少しました。 

令和 4 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響が続いたものの、全国都市緑化くまもとフェ

アの会場になった動植物園をはじめ、各施設入場者数が回復しています。 

図表 観光施設等の入場者数推移（過去 10 年の入場者数） 
 

 
 

 

 



 

170 
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④コスト状況 

図表  施設別コスト一覧（令和 4 年度） 

No 名  称 
年間利用者数 

（人） 

全体コスト（円） 利用者 1人あたりコスト（円） 

支 出 収 入 

 

支 出 収 入 
 

使用料 使用料のみ 

1 熊本城 1,002,978 1,165,402,400 777,273,753 627,257,203 1,162 775 625 

2 
桜の馬場観光交流

施設 
1,372,253 142,784,105 22,690,180 22,690,180 104 17 17 

3 動植物園 684,968 985,451,756 395,701,813 375,910,040 1,439 578 

 

549 

 

4 
金峰山 

少年自然の家 
- - - - - - - 

5 峠の茶屋 2,482 4,343,305 116,559 100,825 1,750 47 41 

6 
九州自然歩道 

利用拠点施設 
9,020 9,462,954 46,083 0 1,049 5 - 
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3）既存計画の概要 

①熊本城復旧基本計画 

平成 28年熊本地震により、熊本城は全域的に甚大な被害を受けました。その復旧には、国県等

の関係機関との連携はもとより、市民・県民の皆様をはじめ、熊本城復旧を願う多くの皆様の力を

結集して取り組んでいく必要があります。 

「熊本城復旧基本計画」は、平成 28年 12月に策定した熊本城復旧の基本方針に基づき、石垣・

建造物等をはじめ熊本城全体の復旧手順や復旧過程の公開など、復旧に係る具体的な方針、施策及

び取り組みを体系的に定め、熊本城の効率的・計画的復旧と戦略的な公開・活用を着実に進めてい

くために策定しました。 

復旧基本計画の期間は 20年と設定し、令和 4年度までの 5年間を短期、計画期間の終期までの

20年を中期、100年先の将来の復元整備完了までを長期として位置づけています。 

短期 5 年の最終年度となる令和 4 年度に、事業主体としての自己点検を行い、この評価を有識

者による検証委員会に諮りつつ、その助言を踏まえて改定作業を行いました。 

計画の根幹となる基本方針は従来通りとした上で、より持続可能性の高い計画に向け、短期施策

の達成状況や課題等を逐一検証し、当初計画期間の 20 年から 35 年への見直しを含めた計画に改

定しました。 

 

②熊本市動植物園マスタープラン 

熊本市動植物園では、「再編整備計画の見直し」、「江津湖との一体性の確保」、「施設の老朽化対

策と魅力ある空間づくり」、「収支状況の改善」の 4つの課題を踏まえ、また、令和 11年（2029年）

に開園 100周年を迎えるに当たり、市民や来園者の皆様に「愛され続ける」動植物園であるため、

「動植物園のあるべき姿」を示し、その実現に向け中長期的な施設整備と運営方針を定めるため、

令和 2年(2020年)3月 31日に「マスタープラン」を策定しました。 

計画期間は令和 2年度（2020年度）から令和 11年度（2029年度）までの 10年とし、短期整備

目標においては、全国都市緑化くまもとフェアに向け、正面ゲートのリニューアルやトイレの洋式

化、案内サインを始めとする優しさと魅力あふれる、来園者に優しい施設整備に取り組みました。

また、中期整備目標においては、将来を見据えたエリア計画を策定し、開園 100周年に向け、動植

物の展示施設の整備を目指します。 
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4）総合管理計画における施設分野別方針 

【総括的事項】 

・熊本城については、熊本地震により熊本城全域が被災したため、平成 30年（2018年）3月

に策定した熊本城復旧基本計画に基づき、効率的・計画的な復旧を着実に進めるとともに、

復旧過程の戦略的な公開・活用に取り組み、観光資源としての早期再生を図ります。 

・動植物園については、動植物園マスタープランに基づき動植物本来の生育環境をより感じら

れるよう動植物の一体的な展示に取り組むとともに、江津湖との調和を目指した整備を進

め、誰もが楽しめる施設を目指します。 

 

・金峰山少年自然の家の建替えに伴い、森林学習館の機能を少年自然の家に移転・集約するこ

とにより、全体として延床面積の削減に取り組みます。 

 

 

・熊本城や動植物園は、本市の観光振興の拠点ですが、老朽化した建築物や設備が見受けられ

ることから、適切な維持管理を行うことで、施設の長寿命化を図るとともに利便性の向上に

努めます。 

 

・この分野の施設については、引き続き、受益者負担の考え方のもと、使用料の適正化や運営

手法の見直しによって、収支ギャップを埋める取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産総量の適正化 

施設の長寿命化の推進 

施設運営に要する総コス

トの削減 
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5）参考：観光施設等における財源確保の取り組み 

本市では、施設の整備や運営において、さまざまな形で財源確保に努めています。熊本城及び動植

物園で、これまで取り組んだ事例は以下のとおりです。 

 

事業名 概要 金額 

第Ⅰ期熊本城復元整備に伴う 

一口城主募金 

（平成 10年度～平成 18年度） 

1万円以上の寄付をされた方を「一口城主」とし、「城主証」をお

送りするとともに、天守閣に「芳名板」を掲示。熊本城復元整備

事業に充当。 

12億 656万 5,996円 

蘇る名城 くまもと市民債 

（住民参加型市場公募債） 

（平成 15年度～平成 19年度） 

20 歳以上で市内在住または勤務、及び市内に営業拠点のあ

る会社等の法人に対し一人 5 万円から 100 万円までを限度額

とし、特典として、購入者のうち希望者には「お礼状」の送付と

「永代帳」への氏名の記載。熊本城復元整備事業に充当。 

19億 1千万円 

第Ⅱ期熊本城復元整備に伴う 

一口城主募金 

（平成 20年度～熊本地震前） 

1 万円以上の寄付をされた方を「一口城主」とし、「城主証」「城

主手形」をお送りするとともに、天守閣に「芳名板」を掲示。熊

本城復元整備事業に充当。 

6億 628万 2,120円 

復興城主 

（平成 28年 11月 1日～） 

１回につき１万円以上の寄附をされた方を「復興城主」とし、

「城主証」をお送りするとともに、デジタル芳名板にお名前を登

録。熊本城復元整備基金に積み立て、熊本城の復旧・復元の

ための財源に充当。 

29億 9,576万 8,482円 

（令和 5年 5月末現在） 

熊本城災害復旧支援金 

（平成 28年 4月 21日～） 

熊本城復元整備基金に積み立て、熊本城の復旧・復元のため

の財源に充当。この支援金には、返礼品等はなし。 

25億 3,413万 7,705円 

（令和 5年 5月末現在） 

動物サポーター制度 

（平成 17年度～令和 2年度） 

※熊本地震発生から全面開

園までの間は休止しており、

平成 30 年 12 月 22 日より再

開 

高校生以上：1口 2,000円、中学生以下：1口 1,000円、団体：1

口 10,000円とし、登録期間は 1年間。 

特典（団体を除く）として、「動物サポーター会員証」の発行、高

校生以上は入園無料、中学生以下は遊具 1機種無料、動物サ

ポーターズデーの参加。動植物園の動物のエサ代に充当。 

3,545万 3千円 

(令和 3年 3月 31日現在) 

動植物園復興応援サポーター

制度 

（平成 29年 2月 25日～ 

平成 30年 12月 21日） 

個人：1 口 5,000 円以上、団体：1 口 20,000 円以上の寄付をさ

れた方を対象に、職員手作りの記念品を進呈（個人のみ）、サ

ポーターイベントのご招待、園内にて芳名版掲示の特典を付

与。動植物園の復旧のための財源に充当。 

3,775万 4千円 
（平成 30年 12月 21日現在） 

動植物園開園100周年記念サ

ポーター制度 

（令和 3年 4月１日～） 

個人：2,000 円以上（ブロンズ会員）・10,000 円以上（ゴールド会

員）、企業・団体：100,000 円以上、提案型支援（役務・物品

等）：年間 100,000円相当以上とし、登録機関は 1年間。 

特典として、個人は入園無料、加えてゴールド会員は、サポー

ターズデーへの参加、記念品贈呈、希望者は、動植物園ホー

ムページに氏名掲載、感謝状贈呈（100,000円以上の寄付）。 

企業・団体は、動植物園のホームページ等に企業・団体名及 

び広報・支援の内容を配信、希望者は感謝状の贈呈。令和 4

年度は、園の運営や施設の改修等に充当。 

2,886万 8,914円 
（令和 4年 3月 31日現在） 

 

 

 



 

175 

 

（11）産業系施設 

1）施設概要 

本市の産業系施設は、13 施設あります。総延床面積は約 5 万 4 千㎡で、市が保有する施設の 2.1％

を占めます。築年数の状況は、築 31年以上の施設が 5施設、築 21年以上築 30年以下が 3施設、築 20

年以下が 5施設です。 

①施設一覧（令和 5 年 4 月 1 日現在） 

  ア）貸館業務等を実施している施設 

No 名  称 所 在 地 建築年度 築年数 
延床面積 

（㎡） 

保有機能 

会議室 
ホール 

展示場 
和室 その他 

1 くまもと森都心プラザ 西区春日１丁目 14番１号 平成 23年 12 9,568.37  ○ ○   ○ 

2 勤労者福祉センター 中央区黒髪 3丁目 3番 12号 昭和 57年 41 1,422.37  ○ ○ ○ ○ 

3 食品交流会館 北区貢町 581番地 2 平成 9年 26 2,280.85  ○ ○   ○ 

4 流通情報会館 南区流通団地 1丁目 24番地 平成元年 34 6,943.00  ○ ○   ○ 

5 くまもと工芸会館 南区川尻 1丁目 3番 58号 平成 3年 32 1,646.14  ○ ○   ○ 

合計 21,860.73    

  イ）その他施設 

No 名  称 所 在 地 建築年度 築年数 
延床面積 

（㎡） 
備 考 

6 競輪場 中央区水前寺 5丁目 23番 1号 昭和 55年 43 24,123.08  地震の影響により自場開催なし 

7 競輪場（選手宿舎） 中央区水前寺 4丁目 33番 42号 平成 6年 29 3,077.18  自場開催がないため休館中 

8 事業内高等職業訓練校 中央区南熊本 3丁目 8番 16号 平成 22年 13 225.20  ※職業訓練（和裁・フラワー） 

9 職業訓練センター 西区花園 7丁目 19番 10号 昭和 54年 44 2,960.88  職業能力開発訓練等実施 

10 水産振興センター 西区沖新町船場 4956番地 平成 19年 16 383.00  
のり養殖等水産業支援のための指

導等施設 

11 河内農村運動広場 西区河内町白浜 2191番地 9 平成 13年 22 29.86  
農業従事者の研修及び交流活動等

のための施設 

12 城南地域物産館 南区城南町坂野 65番地 1 平成 25年 10 561.46    

13 植木地域農産物の駅 北区植木町岩野 160番地 1 平成 28年 7 934.76  

合計 32,295.42    

 

 

 

 

 

 

 

 

      くまもと森都心プラザ                            職業訓練センター 
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②配置状況 

図表 施設配置図：全体（令和 5 年 4 月 1 日現在） 

 

  

● 産業系施設 
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2）実態把握 

①運営状況（令和４年 4 月 1 日現在） 

ア）貸館業務等を実施している施設 

No 名  称 運営時間 休館日 
運営 

日数 

入館

料 

会議室等

使用料 
運営方法 備  考 

1 くまもと森都心プラザ 
9:00～22:00 

9:30～20:00 

毎月第 3水曜日（当該水曜日が

休日に当たるときはその直後の

休日でない日）・年末年始 ※図

書館については、特別整理日 

345 

339 
無料 有料 

指定管理 

(利用料金) 

複合施設：ホール・図書館 

運営時間・運営日数  ：

上段（ホール） 

下段（図書館） 

2 勤労者福祉センター 9:00～21:00 

第２、第４月曜日（当該月曜日が

休日に当たるときはその直後の

休日でない日）・年末年始 

335 無料 有料 
指定管理 

(利用料金) 
  

3 食品交流会館 9:00～21:30 

第 1、第 3月曜日（当該月曜日

が休日に当たるときはその直後

の休日でない日）・年末年始 

336 無料 有料 
指定管理 

(利用料金) 
  

4 流通情報会館 9:00～22:00 

第 1、第 3月曜日（当該月曜日

が休日に当たるときはその直後

の休日でない日）・年末年始 

336 無料 有料 
指定管理 

(利用料金) 
  

5 くまもと工芸会館 9:00～21:00 

月曜日（当該月曜日が休日に当

たるときはその直後の休日でな

い日）・年末年始 

304 無料 有料 
指定管理 

(利用料金) 
  

イ）その他施設 

No 名  称 運営時間 休業日等 
運営 

日数 
入場料等 運営方法 備  考 

6 競輪場 9:45～17:00 不定 336 有料 直営 
地震の影響により自場開

催なし 

7 競輪場（選手宿舎） ― ― ― ― 直営 
自場開催がないため休

館中  

8 事業内高等職業訓練校 8:30～21:45 日曜日・祝日・年末年始 293 ― 
指定管理 

（利用料金） 
  

9 職業訓練センター 8:30～21:45 日曜日・祝日・年末年始 293 ― 
指定管理 

（利用料金） 
  

10 水産振興センター 8:30～17:15 土曜日・日曜日・祝日・年末年始 242 ― 直営   

11 河内農村運動広場 6:00～日没 年末年始 359 ― 包括委託   

12 城南地域物産館 9:00～18:30 

第２水曜日（当該水曜日が休日

に当たるときはその直後の休日

でない日）・１月 1日・2日・3日 

349 無料 
指定管理 

（利用料金） 
  

13 植木地域農産物の駅 9:00～18:30 

第３木曜日（当該木曜日が休日

に当たるときはその直後の休日

でない日）・１月 1日・2日・3日 

356 無料 
指定管理 

（利用料金） 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

流通情報会館                                      食品交流会館 
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②利用状況（令和４年度実績） 

ア）貸館業務等を実施している施設 

令和４年度施設利用状況 

  

 

※ くまもと森都心プラザについては、文化施設（会館ホール）と図書館の分野で記載します。 

No 施設 稼働率 年間利用コマ数 年間空きコマ数 年間利用可能コマ数 

1 勤労者福祉センター 40％ 7,061 10,799 17,860 

2 食品交流会館 19％ 1,208 5,176 6,384 

3 流通情報会館 37％ 3,243 5,493 8,736 

4 くまもと工芸会館 39％ 1,436 2,212 3,648 

平均 34%   
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イ）その他施設 

競輪場    

  単位 H30 R元 R2 R3 R4 

開催日数 日 22 22 19 22 25 

入場者数 人 6,480 5,945 4,063 4,501 4,333 

1日あたり入場者数 人/日 295 270 214 205 173 

収入のうち車券発売金 百万円 9,472 8,779 9,590 11,571 12,619 

支出のうち一般会計繰出金 百万円 300 200 100 200 200 

※熊本地震により平成 30 年度～令和 3 年度は久留米競輪場にて開催。入場者数は久留米競輪場の来場者数。 

※令和 4 年度は久留米競輪場と武雄競輪場にて開催。入場者数は久留米競輪場と武雄競輪場の来場者数。 

事業内高等職業訓練校・職業訓練センター 

  単位 R元 R2 R3 R4 

事業内高等職業訓練校（生徒数） 人 61 50 34 32 

事業内高等職業訓練校（延人数） 人 936 296 5,344 2,792 

職業訓練センター（利用者数） 人 33,727 31,256 30,272 31,501 

※上記職業訓練センターの利用者には催事等の参加者数は含みません。 

河内農村運動広場 

  単位 R2 R3 R4 

河内農村運動広場 人 1,585 3,640 2,470 

城南地域物産館・植木地域農産物の駅 

  単位 R2 R3 R4 

城南地域物産館 人 150,685 152,712 156,790 

植木地域農産物の駅 人 211,769 231,578 260,742 

 

※水産振興センターは一般の利用がないことから利用状況は記載していません。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       植木地域農産物の駅（道の駅 すいかの里植木）         水産振興センター 
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③ コスト状況（令和４年度実績） 

施設別コスト（令和４年度） 

ア）貸館業務等を実施している施設 

 

イ）その他施設 
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施設別利用者１人あたりコスト（令和４年度） 

ア）貸館業務等を実施している施設 

 
※くまもと森都心プラザについては、文化施設（会館ホール）と図書館の分野で記載します。 

※上記の指定管理料にはテナント分の電気料金の立替払い分が含まれています。 

イ）その他施設 

 

※競輪場は、収益事業であるため比較分析の対象として適当ではないため除外します。 

※水産振興センターは一般の利用がないことから除外します。 
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3）総合管理計画における施設分野別方針 

 

・貸会議室を有する施設等、他の公共施設と役割が重複している施設は、施設の必要性につい

て検討を行い、用途転用や規模縮小なども視野に今後のあり方を決定します。 

・利用の少ない施設については、他の公共施設との統合や施設の有効活用策について検討を進

めます。 

 

・競輪場の運営は現在、直営により行われていますが、事業再開後は、より効率的な経営がで

きるよう競輪事業の包括外部委託の導入を検討します。 

  

資産総量の適正化 
方針 
1 

施設運営に要する総コストの削減 
方針 
3 
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4）参考：各会館の設置目的と事業内容 

以下の各会館・ホールは、指定管理者制度を活用して運営管理し、各設置条例に定められた設置目

的に沿った事業を展開しています。 

施

設

名 

設置目的 設置条例に定める事業 主な事業 

くまもと森都心プラザ 

 

多様な情報の収集及び蓄

積を基礎として、本市の魅

力を創造し発信するととも

に、人材及び地域の産業を

育成することにより、人、情

報及び文化の交流の促進を

図り、豊かさと活力を生み出

すため 

(1) 観光情報及び郷土情報の提供に関すること。 

(2) 中小企業の経営及び創業の支援に関すること。 

(3) 文化の振興及び交流に関すること。 

(4) 子育て支援に関すること。 

(5) 熊本市立図書館設置条例に掲げる事業その他

の図書館の管理及び運営に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

ること。 

・駅前カルチャー 

・秋まつり、春まつり 

・写真展、作品展、パネル展等 

・図書館活用セミナー 

・演劇鑑賞会・漫才イベント 

・ビジネス支援・子育て支援 

・各種相談・セミナー事業 

 他 

勤労者福祉センター 

 

雇用の促進と勤労者の福祉

の向上を図るため 

(1) 雇用の促進に関すること。 

(2) 勤労者の心身の健康及び体力の増進に関する

こと。 

(3) 勤労者の教養及び文化活動に関すること。 

(4) 勤労者の福祉の向上に関すること。 

(5) その他市長が必要と認める事業 

・サンライフセミナー（「社員リーダーシップセ

ミナー」 などの各種講演会） 

・資格取得講座 

・労務管理セミナー 

・各種スポーツ・レクリエーション講座 

・各種教養・趣味講座 

・各種職業講座 

 他 

食品交流会館 

 

食品産業の振興及び地域

経済の活性化を推進するた

め 

(1) 食品産業の振興に関すること。 

(2) 地域産業、市民及び来訪者の交流の施設として

の機能に関すること。 

(3) フードパル熊本の公益施設としての機能に関す

ること。 

(4) その他市長が必要と認める事業 

・各種料理教室等の開催 

・フードパルフェスタ 

・フラワー＆フードフェスティバル 

・製造・加工体験教室 

・食と健康の講習・相談会 

 他 

流通情報会館 
 

本市中小企業の振興を図

り、もって地域産業の発展

に寄与するため 

(1) 地域産業の情報化の促進に関すること。 

(2) 中小企業の経営相談及び人材育成のための研

修に関すること。 

(3) 商品流通情報の交流の場の提供に関すること。 

(4) 熊本流通業務団地の公益施設としての機能に

関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と

認めること。 

・ビジネスカレッジ（経営者向け熊本元気塾 

計８回） 

・経済活動教育（小学生元気塾） 

・就職活動支援（高校生元気塾） 

・流通情報会館バザール 

・情報会館セミナー（マーケティング・防犯

等） 

・情報会館フリーマーケット 

・情報会館音楽コンサート 

・各種カルチャースクール 

 他 

くまもと工芸会館 

 

本市の工芸の振興及び発

展を図り、もって地域社会の

活性化に資するため 

(1) 工芸の紹介、展示等に関すること。 

(2) 工芸に係る創作活動の促進に関すること。 

(3) まちづくり活動の促進に関すること。 

(4) その他市長が必要と認めること。 

・まちづくり活動の促進に関するイベント 

・工芸職人による実演 

・展示コーナーの企画・管理・イベント 

・工芸品の需要促進と販路拡大イベント 

・伝統工芸の後継者育成 

・各種工芸品の体験教室  他 


